
福島県介護実習・普及センター 福祉用具・住宅改修相談事業 

 福祉用具・住宅改修のお悩み 

 ご相談ください 
 

福祉用具の導入・住宅改修で難しいケースはありませんか？ 理学療法士、作業療法士、福祉機器協

会員、建築士からなる専門家チームを無料で派遣し、具体的な対応方法をアドバイスいたします。 

 

＜相談事例＞ 80代女性。両膝関節の機能が低下。杖歩行で、階段の登り降りに支障がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このケースでは、理学療法士会、建築士会、福祉機器協会の相談員を派遣し、ご本人、ご家族、ケアマネージャーと

一緒に、歩行動作や家屋状況を確認しながら、対応方法を検討。そのアドバイスを参考に、住宅改修が行われました。 

 

■ケア 

マネージャー 

 

 

 

■相談者 

 

コンクリート部をどのように改修したらいいの

かわからず、本当に助かりました。専門家のアド

バイスを参考に、大変良い改修ができました。 

 

階段が小さくなり、安心して使えるよう

になりました。 

問題点  

●手すりは片側のみ。 

●段差の高さがバラバラ。 

●段数が少ないため段差が大きく、足腰への

負担が大きい。 

●コンクリートのため冷たく、廃材処理など 

改修費用の負担も大きい。 

 

改善点 

●両側に手すりを設置。 

●段数を 5段にして、1段ごとの高さ、奥

行きを均一化。 

●木製の階段にして、冷たさを軽減。 

●階段全体でなく、出入口部分のみを改修

し、費用負担を軽減。 



福島県介護実習・普及センターでは、自宅等の現場に 

●福島県理学療法士会員 

●福島県作業療法士会員 

●福島県福祉機器協会員 

●福島県建築士会員 

からなる専門家チームを派遣する事業を行っています。 

※派遣の旅費や謝礼は無料です。 

 

 

 

 

 

 

 

【派遣までの流れ】 

・高齢者・体のご不自由な方        相 談          ・市町村 

 （そのご家族の方）                           ・地域包括支援センター 

・ケアマネージャー                                         など 

 

 

派 遣                                       申込み 

     福福島島県県介介護護実実習習・・普普及及セセンンタターー 

 

 

 
 

 

 

 

 

 問 い 合 わ せ 先  

 福島県介護実習・普及センター 福祉機器展示室 
（〒964-0904 二本松市郭内 1丁目 196－1 福島県男女共生センター内） 

開館日 火曜～日曜 ９：００～１７：００  （月曜は休館日。また、月曜が祝日または振替休日の場合は火曜が休館日） 

ＴＥＬ 0243-23-8316  ＦＡＸ 0243-23-7863 

メール fukushi@f-miraikan.or.jp 

『福祉用具』や『住宅改修』の勉強会に講師を派遣します！ 

☆講師は、理学療法士・作業療法士・建築士・福祉機器協会会員のいづれかとなります。 

☆これまでに行われた講義テーマは、「聞いて役立つ福祉用具と住宅改修」「利用者の 

自立を目指した住宅改修」「福祉用具利用の基本」「本人の力を引き出す効果的な 

住宅改修と福祉用具の活用」などです。まずはお気軽にご相談下さい。 
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